
委託徴収金 

委託徴収金は、学校法人名城大学が関係諸団体から会費等の徴収業務の依頼を受

け、徴収するものです（1 回のみ）。各団体の説明にもありますように、これらの団体

は、それぞれ大学生活に極めて有意義なものでありますので、趣旨をご理解のうえ、

ご納入くださいますようお願いいたします。 

 

委託徴収金の納入方法 

委託徴収金の納入は、入学手続書類に同封の委託徴収金振込依頼書を使用してゆ

うちょ銀行（郵便局）以外の金融機関の窓口にて行ってください。 

 


